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片岡信恒弁護士の
法律相談事務所

認知症の父の大金を使った妹

【質問】私の父が認知症と診断されました。私

は長男で、妹はエステサロンを経営しています。

最近、妹が父を連れ出して銀行ヘ行き、預金を

700万円引き出させ、その金を受け取ってエ

ステサロンの運転資金に使いました。父の話で

は、 700万円を妹に貸したととも贈与したと

ともなく、そもそも渡したとともない、と言い

ます。父の立場で、乙のお金を取り戻したいと

思いますが、良い方法がありますか。

【回答】このケースだと、お父様に関しては成

年後見人を選任して、妹に対して不当利得返還

請求か、損害賠償請求をすることになります。

自らの判断能力がなくなり、財産管理(財産の

管理・処分、売買・賃貸借等の契約、遺産分割

協議などの法律行為をすること)や、身上保設

(介護サービスの利用、施設入所・病院への入院・

通院、身の回りの世話など)などを、ひとりで

行うのが難しくなることがあります。

このような財産管理や身上保護は、本来は身

近な親族が行うのが望ましく、世間一般ではそ

のようにされています。しかし、このケースの

ように、親族間で利害対立が発生する可能性が

あるときは、判断能力に欠ける人が思わぬ不利

益を被る危険性があるので、弁護士、司法書士

が成年後見人となることが一般的です。

ただ、弁諮士などを成年後見人に選任すると、

不都合、不便なことが少なくありません。たと

えば、弁護士らは、日常生活について成年被後
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見人の世話をすることはできず、もっぱら身近

な親族が日常的な世話をせざるを得ません。そ

の際に掛かる実質や、成年被後見人が負担すべ

き諸費用も、その都度、成年後見人にお伺いを

立て承諾を得ないと成年後見人の財産から支払

われないという不便さがあります。

また、弁護士らが成年後見人になった場合、

毎月一定の費用が掛かります(成年被後見人の

収入や財産等によって幅はありますが、 3万円

から 5万円程度)。私が経験した事例で、父親

が亡くなり、母、長男、長女が、遺産分割調停

を申し立てたケースがあります。判断能力がな

い母親のために、弁説士を成年後見人に選任し

た際、「法定相続分2分の lさえ確保されれば、

あとはどのような分け方をしてもらっても良

い」と成年被後見人が述べて、事実上長男と長

女の協議が成立したことがあります。このケー

スでは、殆ど何もしなかった成年後見人に、高

額の報酬が支給されたため長男が成年後見人に

文句を言ったこともありました。

このような不便さがあるため、今回のケース

では、お父様に関しては成年後見人を選任せず、

ご本人が妹に不当利得返還請求などの民事調停

の申立をして、事実上長男が、調停に同行して

手続きを進める便法をとることもできます。な

お今後、成年後見について民法改正がなされ、

必要なときだけ成年後見人を利用できるように

なるとか、報酬基準の明確化がなされそうです。


